
(対因ﾖ･副大臣｡政務官）
2月s日（月）衆・予算委

人事課作成

渡辺周議員（立国社）

畷
『一一一一

T〕室院

ツ

〔結論。

黒川検事長については，検察庁の業務遂行上の必

要性に基づき，法務大臣から閣議請議を行って閣議

決定され， 引き続き勤務させることとしたものであ

り，御指摘は当たらない。
」

＞

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯
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(対因ﾖ｡副大臣･政務官） 人事課作成
2月4日（火）衆・予算委 本多平直議員（立国社）

閣議において

東京高検の黒
るこ少が決詐

弓
一
一
二
一

いてい旬との郭

・政治的中立性
Iこ官邸が介入す
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に結論。

黒川検事長については，検察庁の業務遂行上の必

要性に基づき，法務大臣から閣議請議を行って閣議

決定され， 引き続き勤務させることとしたものであ

り，御指摘は当たらない。
」

1
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【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■■】
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(夫咽ﾖ｡副大臣･政務官） 人事課作成
2月4日（火）衆｡予算委 本多平直議員（立国社）

2間今般勤務延長が行われた東京高検の黒川検事
長は，官房長官と近い関係の人物であるとされ
ているが，事実か。また，今回の勤務延長は，
官房長官の意向に沿った人事なのか。法務大臣
の見解を問う血（同旨官房長官）

に結論。

（先ほども申し上げたとおり, ）黒川検事長につ
いては，検察庁の業務遂行上の必要性に基づき，法

『 ．。、
I

務大臣から閣議請議を行って閣議決定され， 引き続
き勤務させることとしたもの。

」

ト
、
、ー

内線■携帯■■■■■】【責任者：大臣官房人事課 濱課長
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(対匡圓副大臣｡政務官） 人事課作成
2月5日（水）衆・予算委 大西健介議員（立国社）

全の星一
一
一

いているとの郭

・政治的中立性
に官邸が介入す

(ﾍ､1

に結論。

黒川検事長については，検察庁の業務遂行上の必

要性に基づき，迭務大臣から閣議請議を行って閣議

決定され，引き続き勤務させることとしたものであ

り，御指摘は当たらない｡」
(_, ’

●●

【責任者‘大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■■】
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(対閃ﾖ･副大臣･政務官）
2月10日（月）衆。予算委

人事課作成
山尾志桜里議員（立国社）

想定1問 T月S1日の閣議において，今月フ曰に
定年退官予定だった東京高検の黒川検事長の勤
務をs月まで延長することが決定された◎前例
のない人事であるが， この勤務延長の理由は何
か。黒川氏を次期検事総長へ就任させる官邸の
意向ではないか。法務大臣の見解を問う。

（同旨官房長官）
r…％

に結論。

黒川検事長については，検察庁の業務遂行上の必

要性に基づき，法務大臣から閣議請議を行って閣議

決定され， 弓|き続き勤務させることとしたものであ

り，御指摘は当たらない。
」

L.ノ

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯一
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(対胴･副大臣｡政務官）
2月10日（月）衆・予算委

人事課作成

山尾志桜里議員（立国社）

【

に結論。

お尋ねについては，検察庁の業務遂行上の必要性

に基づき,引き続き勤務させることを決定したもの｡

具体的には，東京高等検察庁管内において遂行し

ている重大かつ複雑困難事件の捜査公判に対応する

r､｝

ためには，黒川検事長の検察官としての豊富な経験

・知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が

必要不可欠であり， 当分の間引き続き東京高等検

察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため， 引

き続き勤務させることとしたもの。

（これ以上の詳細については，個別の人事に関す

ることである上,捜査機関の活動内容やその体制にし

関わる事柄でもあることから， お答えを差し控え

る｡l」

（参考）令和2年2月3日衆・予算委員会
○森法務大臣
お答え申し上げます。黒川検事長については》検察庁
の業務遂行上の必要性に基づき，法務大臣である私から
閣議請議を行って，閣議決定され，引き続き勤務させる

1

想定B
由
詞黒川東京高検検事長を勤務延長させる理
二ついて，法務大臣に問う。

､



こととLたものでございます。
渡辺議員

いいですか，いいですね，法務大臣。今ね検察庁の業
務遂行上の必要性で延長したと言ってますけれども， じ
やあ，あの東京高検の検事長と:してですね，誕生日の1
週間前に駆け込みで定年延長しなければならないほどの

緊急性や必要性って一体なんですかその業務は。
森法務大臣
東京高検検察庁の管内において遂行している重大かつ

複雑困難事件の捜査公判に対応するため，黒川検事長の

○

○

検察官としての豊富な経験知識等に基づく管内部下職員/~.1

に対する指揮監督が不可欠であるというふうに判断した
ため， 当分の間， 引き続き東京高等検察庁検事長の職務
を遂行させる必要があるため，引き続き勤務させること
としたことでございます。これ以上の詳細については個
別の人事に関することである上,■捜査機関の活動内容や
その体制に関わる事柄であることから，お答えを差し控
えさせていただきます。
－

、_．
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(対因ﾖ･副大臣･政務官） 人事課作成
2月10B(月）衆・予算委山尾志桜里議員（立国社）

Q●

に勤務延長の必要性〕

黒川検事長については，検察庁の業務遂行上の必

要性に基づき，勤務延長させることとしたもの｡"(..~､､％

に国家公務員法S1条の鋤

国家公務員法81条のs第T項との関係では,rそ

の職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上

の特別の事情からみてその退職により公務の運営に

著しい支障が生ずると認められる十分な理由がある

とき』に該当するものとして，勤務延長させること－

としたところ。
(一

に人事院規則。

国家公務員法81条のSの規定を受けて定められ

た人事院規貝llで 可一sとの関係では､フ条3号の『業
務の性質上，その職員の退職による担当者の交替が

当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき』
に該当するものとして，勤務延長させることとした

ところゴ
1

想定g問黒川検事長の勤務延長は，国家公務員法
s可条のs及び人事院規則のどの要件に該当す
るのか，法務大臣に問う。



（参照条文）
○国家公務員法
（定年による退職の特例）

第八十一条の三任命権者は、定年に達した職員が前条第
一項の規定により退職すべきこととなる場合において、
その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の
特別の ‘事情からみてその退職により公の 著務運営にしい
支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同
項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌
日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、そ
の職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させ
ることができる。
2任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長
された期限が到来する場合において、前項の事由が引き
続き存すると認められる十分な理由があるときは、人事
院の承認を得て、一年を超えない範囲内で期限を延長す
ることができる。ただし、その期限は、その職員に係る
定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができ
ない。

(...露：

○人事院規則11－8
第七条勤務延長は、職員が定年退職をすべきこととなる
場合において、次の各号の一に該当するときに行うこと
ができる。

一職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富な
経験を必要とするものであるため、後任を容易に得るこ
とができないとき。

二勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その
職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することがで
きず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき。
三業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が

し＃

弓亥革ｵ蚤・ 垣|道菩

】雲謂
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(対区画･副大臣･政務官）
2月10B(月）衆・予算委

人事課作成
山尾志桜里議員（立国社）

0

に結論。

検察庁の業務遂行上の必要性に基づき，検察庁を

所管する法務大臣から， 内閣総理大臣宛てに閣議請
(~.” 1
議を行って，令和2年利月sで日に，閣議決定され

たもの。 ●

●

それ以上の詳細については，個別の人事に関す

ることであり， （事柄の性質上, ）お答えを差し控

型｡」

し＃

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■】
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(対医ヨ｡副大臣｡政務官） 人事課作成
2月で2日（水）衆・予算委後藤祐一議員（立国社）

2問東京高検の黒川検事長の勤務延長について検
察官には勤務延長の規定は適用しないという昭
和56年の答弁があるが，今回， どのような整
理により適用しているのか，法務大臣の見解を
問う。 （同旨総理大臣）

匡結論。

勤務延長制度の導入当時，検察官には勤務延長制
ぐ

度の適用がないと解されていたと承知しているが
つ差び

その検討の過程や理由等については現時点では詳

らかではない。

この点，国家公務員一般の定年の延長に関する検

討の一環として，検察官についても検討を進める過

程で，国家公務員法と検察庁法との関係を検討し，

検察庁法を所管する法務省として，

○検察庁法が定める検察官の定年による退職の特

例は，定年年歯令と退職時期の2点であり

〔

○特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当

させることが公務遂行上必要な場合に，定年制度

の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延

長を認めるとの勤務延長制度の趣旨は，検察官に

も等しく及ぶというべきであることから

検察官の勤務延長については，一般法である国家公

'且



務員法の規定が適用されると解釈したもの。 」

（参考工）昭和56年4月2S日衆・内閣委員会
○中山国務大臣
ただいま議題となりました国家公務員法の一部を改正
する法律案及び国家公務員等退職手当法の一部を改正す
る法律の当部を改正する法律案について，その提案理由
及び内容の概要を御説明申し上げます。

初めに国家公務員法の一部を改正する法律案について
申し上げます。
国家公務員については，大学教員，検察官等一部のも
のを除いて，現在，定年制度は設けられていないわけで
ありますが，近年，高齢化社会を迎え，公務部内におき
ましても職員の高齢化が進行しつつあります。
（中略）
政府といたしましては， この人事院見解を基本としつ
つ，関係省庁間で鋭意検討を進めてまいったわけであり
ますが，このたび，国における行政の一層の能率的運営

く‐

を図るべく，国家公務員法の一部改正により国家公務員
の定年制度を設けることとし， この法律案を提出した次

〔 第であります。

次に，この法律案の概要について御説明申し上げます。
改正の第一は，職員は定年に達した日から会計年度の
末日までの間において任命権者の定める日に退職するこ
ととし，その定年は六十歳とするというものであります。
ただし，特殊な官職や欠員補充が困難な官職を占める職
員につきましては，六十五歳を限度として，別に特例定
年を設けることとしております。
改正の第二は，定年による退職の特例であります。こ
れは，任命権者は職員が定年により退職することが公務
の運営に著しい支障を生ずると認める場合には，通算三

2



年を限度とし，一年以内の期限を定めてその職員の勤務
を延長することができるというものであります。

（参考2）昭和56年4月28日衆・内閣委員会
○神田委員指定職の高齢化比率が非常に高いわけであ

りますが，五十四年現在で六十歳以上の者の占める割合
は約四○？一％・定年制の導入は当然指定職にある職員
にも適用されることになるのかどうか。たとえば一般職
にありましては検事総長その他の検察官， さらには教育
公務員におきましては国立大学九十三大学の教員の中か
ら何名か出ているわけでありますが， これらについては
どういうふうにお考えになりますか。
○斧政府委員

検察官と大学教官につきましては，現在すでに定年が

で

定められております。今回の法案では，別に法律で定め
られておる者を除き， こういうことになっておりますの
で， 今回の ないこ定年制は適用され －とにっておりますな 。

〔

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯一
30
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(対区画･副大臣･政務官） 人事課作成
2月12日（水）衆。予算委後藤祐一議員（立国社）

〔結論〕

お尋ねについては，検察庁の業務遂行上の必要性

に基づき,引き続き勤務させることを決定したもの◎

具体的には，東京高等検察庁管内において遂行し

ている重大かつ複雑困難事件の捜査公判に対応する

て

ためには，黒川検事長の検察官としての豊富な経験

・知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が

必要不可欠であり， 当分の間引き続き東京高等検

察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため， 引

き続き勤務させることとしたもの。

（これ以上の詳細については，個別の人事に関す
〔 ることである上，捜査機関の活動内容やその体制に

関わる事柄でもあることから， お答えを差し控え

る｡l」

（参考）令和2年2月3日衆・予算委員会
○森法務大臣

お答え申し上げます。黒川検事長については，検察庁
の業務遂行上の必要性に基づき，法務大臣である私から
閣議請議を行って，閣議決定され， 引き続き勤務させる

1

想定31
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笥
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８
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,､て ツ 法務大臣に問う。



L

こととしたものでございます。
○渡辺議員
いいですか，いいですね，法務大臣。今ね検察庁の業
務遂行上の必要性で延長したと言ってますけれども， じ
ゃあ，あの東京高検の検事長としてですね，誕生日の1
週間前に馬区け込みで定年延長しなければならないほどの

緊急性や必要性って一体なんですかその業務は。
○森法務大臣
東京高検検察庁の管内において遂行している重大かつ
複雑困難事件の捜査公判に対応するため，黒川検事長の

〔 検察官としての豊富な経験知識等に基づく管内部下職員
に対する指揮監督が不可欠であるというふうに判断した

ため， 当分の間， 引き続き東京高等検察庁検事長の職務
を遂行させる必要があるため，引き続き勤務させること
としたことでございます。これ以上の詳細については個
別の人事に関することである上,捜査機関の活動内容や
その体制に関わる事柄であることから，お答えを差し控

えさせていただきます。
－

〔
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(対医ヨ｡副大臣･政務官） 人事課作成
2月12日（水）衆・予算委後藤祐一議員（立国社）

想定4問黒川検事長の勤務延長は，国家公務員法
第ST条のs及び人事院規貝11のどの要件に該当
するのか，法務大臣に問う。

に勤務延長の必要性。
黒川検事長については，検察庁の業務遂行上の必

〔‐ 要性に基づき，勤務延長させることとしたもの。

に国家公務員法81条の3．
国家公務員法S1条のs第可項との関係では, rそ
の職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上
の特別の事情からみてその退職により公務の運営に
著しい支障が生ずると認められる十分な理由がある

勤務延長させることとき」に該当するものとして，
－

としたところ。

〔
に人事院規貝ID
国家公務員法81条のsの規定を受けて定められ
た人事院規則3 可－8との関係では,フ条3号のr業
務の性質上，その職員の退職による担当者の交替が
当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき」
に該当するものとして，勤務延長させることとした

ところ』

1



（参照条文）
○国家公務員法
（定年による退職の特例）
第八十一条の三任命権者は、定年に達した職員が前条第
一項の規定により退職すべきこととなる場合において、
その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の
特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい
支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同
項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌
日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、そ
の職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させ
ることができる。

2任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長
された期限が到来する場合において、前項の事由が引き
続き存すると認められる十分な理由があるときは、人事
院の承認を得て、一年を超えない範囲内で期限を延長す
ることができる。ただし、その期限は、その職員に係る
定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができ
ない。

ぐ

○人事院規則11－8
第七条勤務延長は、職員が定年退職をすべきこととなる
場合において、次の各号の一に該当するときに行うこと
ができる。
一職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富な
経験を必要とするものであるため、後任を容易に得るこ
とができないとき。

二勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その
職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することがで
きず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき。
三業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が

《

堂|潭髻萩毫毒ｽ鼈＠

】ヨ．

2



(対区画･副大臣･政務官）
2月12日（水）衆・予算委後藤

人事課作成
祐一議員（立国社）

に結論。

検察庁の業務遂行上の必要性に基づき，検察庁を

所管する法務大臣から，内閣総理大臣宛てに閣議請
〔
議を行って，令和2年利月S1日に，閣議決定され

たもの。

それ以上の詳細については，個別の人事に関す

ることであり， （事柄の性質上, ）お答えを差し控

型｡」

〈

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■】
1
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(女咽ﾖ｡副大臣｡政務官）
2月12日（水）衆。予算委逢坂

人事課作成
誠二議員(立国社）

土． ｜玉

足に基つくと説明す

の定年制は適用され
答弁と矛盾する◎ま
あると説明するが，
る上で必要なのか駅
延長は,制度的に無
官邸側が無理矢理実
大臣の見解を問う。

実._‐臣

」とした湖40年副α

業務遂行上の必要性ガ
ヨ勺にどの業務を遂行す
ではない。今般の定年
あるにもかかわらず，
たのではないか．法藷〔“

に勤務延長は可能。

勤務延長制度の導入当時，検察官には勤務延長制

度の適用がないと解されていたと承知しているが
つ拳び

その撞討の過程や理由等については現時点では詳

らかではない。
〔 この点 務一国家公貝一般の I延長一定年の －関する検

討の一環として1検察官についても検討を進める過

程で，国家公務員法と検察庁法との関係を検討し，

検察庁法を所管する法務省として，

○検察庁法が定める検察官の定年による退職の特

例は，定年年齢と退職時期の2点であり

○特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当

させることが公務遂行上必要な場合に，定年制度

且
1



の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延

長を認めるとの勤務延長制度の趣旨は，検察官に

も等しく及ぶというべきであることから

検察官の勤務延尉こついては，一般法である国家公

務員法の規定が適用されると解釈したもの。

に指摘は当たらない。

その上で，黒川検事長については，検察庁の業務

遂行上の必要性に基づき，法務大臣から閣議請議を
＜‐

行って閣議決定され，引き続き勤務させることとし

たものであり，御指摘は当たらない9-｣

（参考1）昭和56年4月23日衆・内閣委員会
○中山国務大臣

ただいま議題となりました国家公務員法の一部を改正
する法律案及び国家公務員等退職手当法の一部を改正す
る法律の一部を改正する法律案について，その提案理由
及び内容の概要を御説明申し上げます。

初めに国家公務員法の一部を改正する法律案について
申し上げます。
国家公務員については，大学教員，検察官等一部のも
のを除いて，現在，定年制度は設けられていないわけで
ありますが，近年，高齢化社会を迎え，公務部内におき
ましても職員の高齢化が進行しつつあります。
（中略）

政府といたしましては， この人事院見解を基本としつ
つ，関係省庁間で鋭意検討を進めてまいったわけであり
ますが， このたび，国における行政の一層の能率的運営

に

2



鶉睾議鍔誇善 二諜難臺呈畳詮議
第であります。

悪壱一圭蕾禦零鍔蓋毒
末日までの間において任命権者の定める日に退職するこ
ととし，その定年は六十歳とするというものであります。
ただし，特殊な官職や欠員補充が困難な官職を占める職
員につきましては，六十五歳を限度として，別に特例定
年を設けることとしております。

鑿＝
軍蕃1寝蘆~きて？~~亘牢咳丙あ爾箙畜壼万で宅而畷頁房動霧

く

を延長することができるというものであります。

（参考2）昭和56年4月28日衆・内閣委員会
○神田委員指定職の高齢化比率が非常に高いわけであ
りますが，五十四年現在で六十歳以上の者の占める割合
は約四○・一％。定年制の導入は当然指定職にある職員
にも適用されることになるのかどうか。たとえば一般職
にありましては検事総長その他の検察官， さらには教育
公務員におきましては国立大学九十三大学の教員の中か
ら何名か出ているわけでありますが， これらについては
どういうふうにお考えになりますか。
○斧政府委員

篝

〔

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■■】

3



(対匪j･副大臣｡政務官） 人事課作成
2月T2日（水）衆・予算委逢坂誠二議員（立国社）

2問黒川検事長の勤務延長は， 「業務の性質上，
その職員の退職による担当者の交替が当該業務
の継続的遂行に重大な障害を生じるとき』に該
当するとの判断によるとのことだが，その業務
一の具体的内容とは何か，法務大臣に問う。

正勤務延長の根拠規定〕

黒川検事長については，人事院規則1 1-S第7

条3号の『業務の性質上，その職員の退職による担

に

当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を

生ずるとき」に該当するものとして，勤務延長させ

ることとしたところ。

〔勤務延長の必要性。

具体的には，東京高等検察庁管内において遂行し

ている重大かつ複雑困難事件の捜査公判に対応する
〔

ためには，黒川検事長の検察官としての豊富な経験

・知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が

必要不可欠であり， 当分の間引き続き東京高等検

察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため， 引

き続き勤務させることとしたもの。

'



に詳細はお答え差し控え．

これ以上の詳細については，個別の人事に関する

ことである上，捜査機関の活動内容やその体制に関

お答えを差し控えるゴわる事柄でもあることから，

（参考）令和2年2月5日衆・予算委員会
○大西議員
きのうも議論がありましたけれども，請議は法務省か
ら，法務大臣がなされるけれども，最後は閣議で任命を
するということですから，まさに総理が任命をされると
いうことであると思いますし，また， さっき話が出てい
たように，大臣はこの黒川さんのことをよく知らないけ
れども，官房長官と総理はよく知っているという話です
から。

ですから，本当にこれが異例なことだということをま
ず認識することは最低限私は必要だというふうに思いま
す。
さっきの法律論はここでもうやるつもりはありません

けれども，百歩譲って，森大臣が言われるように，じゃ，
一般法の国家公務員法に戻ってということ，戻って勤務
延長が適用されるというふうにしたとしても，勤務延長
が国家公務員で認められる場合というのは非常に限定的
なんです。

これについては,最後のページ，先ほどの「逐条国家
公務員法」にもあるように，人事院規則が，勤務延長の

<‐

〔

要件を3つの場合に分けて規定しています。

第1は，特殊な技能を要する職務のために後任を容易
に得ることができない場合，第2は離島勤務など欠員
補充が困難な場合，第sは，外交交渉など業務の継続的

2



遂行の必要性， このいずれかに当てはまる場合であって
毛~テそとに線を引いておきましたけれども， 「特例的措置
であることから,」 「慎重かつ厳格に運用されなければな
らない」 というふうに書いてあります。
この中で強いて言えばこの第sの業務の継続的遂
行ということが考えられるかもしれませんけれども，元
東京地検特捜部検事の郷原弁護士は，検察官一体の原則
というのがあると。
特定の職務が特定の検察官個人の能力，識見に依存す
ることというのは， この検察官一体の原貝1という中で想
定されていないんだと。
更に言えば，郷原弁護士は，黒川氏のキャリアの大半

（

は法務行政で，検察官としての現場の経験はそんなに豊
富じゃないという指摘もされています。
国家公務員法の勤務延長の要件にも，私は，そもそも
当てはまらず，黒川氏を検事総長に昇格させるための窓
意的な運用と言われても仕方ないというふうに思います
が，森大臣，いかがでしょうか。

○森法務大臣
特例が定年年齢と退職時期の二点であるということで，
一般原則に戻ってどの規定で勤務延長するかというお尋
ねでございますが，国家公務員法81のsの，その職員
の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事
情から見てその退職により公務の運営に著しい支障が生
ずると認められる十分な理由があるときに該当するもの
として，そして，その規定を受けて定められた人事院規

〔

則11－8との関係では委員がお示しになりました7
条3号の「業務の性質上,その職員の退職による担当者
の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずると
き｡」に該当するものとして,勤務を延長するものとした
ものでございます。

3



また，今までお答えをしておりますが，具体的には，
東京高検，検察庁管内において遂行している重大かつ複
雑困難事件の捜査,公判に対応するために，黒川検事長
の検察官としての豊富な経験， 矢ﾛ識等に基づく管内部職
員に対する 督 要不可欠であり 当の指揮塔が必 ， ，分間引
き続き東京高検，検察庁検事長の職務を遂行させる必要
があるため， 引き続き勤務させることとしたものであり
ます。

ぐ

／

ノ

〔

■■■■■】内線■大臣官房人事課 濱課長

4

【責任者 携帯



(対区画･副大臣･政務官） 人事課作成
2月12日（水）衆。予算委逢坂誠二議員（立国社）

s問法務大臣は，黒川検事長のことをよく知らな
いと言ったが， よく知らない人の勤務延長を決
めることができるというのは不自然ではない
か，法務大臣の見解を問う。

に結論〕

個別の人事に関することであり， (事柄の性質上, ）で
お答えを差し控えるが，一般に，検察の人事につい
ては，事務方からの説明を踏まえ，適切に判断して

いるところJ

（参考）令和2年2月4日衆・予算委員会
○本多議員
森まさこ法務大臣は， この方とはどのぐらいお会いを
したことがありますか。

○森法務大臣
法務大臣は検察庁の具体的な事件にはかかわりません
ので，それほどお会いしたことはございません。
○本多議員

お会いもしないし，評判も調べないで今回の人事をし
たということでよろしいんですか。
○森法務大臣
法務大臣は，検察庁法によって，高等検察庁の検事長
の補職を行うことになっておりますので，通常の人事に
おいても，事務方から説明が上がってくれば私は了とし
ております。

○本多議員
誰からのが上がってきたんですか。

1

〔



○森法務大臣

これは通常もそうでございますが，具体的な人事につ
いては詳細なお答えは差し控えさせていただいておりま
す。

て

に

■【責任者 大臣官房人事課 濱課長 内線■■携帯

2



(交極ﾖ,副大臣･政務官）
2月でフ曰（月）衆・予算委

人事課作成

奥野総一郎議員（立国社）

4問黒川東京高検検事長について勤務延長を行う
ために,今回の解釈変更を行ったのではないか
法務大臣に問う。

正結論。

（先ほども述べたとおり, ）法務省内において，

国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環く

として，検察官についても検討を進める過程壷，検

察官の勤務延長については，一般法である国家公務

員法の規定が適用されると解釈したもの。

その上で,検察庁の業務遂行上の必要性に基づき，

勤務延長させることとしたものであり，御指摘は当

たらない』

＆

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■■携帯■■■■■】

1



(対区画｡副大臣･政務官）
2月1フ曰（月）衆・予算委

人事課作成

奥野総一郎議員（立国社）

一
一

諦
州

(

正結論。

黒川検事長については，検察庁の業務遂行上の必

要性に基づき，法務大臣から閣議請議を行って閣議

決定され， 引き続き勤務させることとしたものであ

り，個別事件の捜査に不当な影響を与えるものでは

ない。

いずれにせよ，

当局においては，

るものと承知｡」

一般論として申し上げれば，検察

法と証拠に基づき，適切に対処す
く

（参考）令和2年2月1sB (午前）官房長官記者会見
○記者

黒川検事長の定年延長についてお聞きします。検事長
の定年延長は前例がなく異例の決定でした。 10年ぶり
の国会議員逮捕となった工Rの収賄疑惑や，菅（官房）
長官も応援に入った河井議員陣営の公選法違反事件など，

1



特捜部の捜査はまだ続いております。官邸に近い黒川氏
の今回の人事が，特捜部の捜査や現場の検察庁の組織全
体に悪影響を与えるのではないかという指摘が出ていま
すが，この点に関して，政府の認識をお聞かせください。

霞罵得ないと思います｡検察庁の業務遂行上の必
○

要涯疋墓ニラいて，検察庁を所管する法務大臣から内閣総
それで決定をしたとい臣あてに閣議請議があって』理大

うこどであります。

く

く

■■■■■■】内線■ 携帯濱課長

2

大臣官房人事課【責任者 、



(対医ﾖ･副大臣･政務官） 人事課作成
2月1S日（火）衆・予算委山尾志桜里議員（立国社）

想定T問東京高検の黒川検事長の勤務延長に関連
して，政府が検察官に対する国家公務員法の適
用の解釈を変更したが， どのような手続を経て
解釈変更を行ったのか。その手続は適正であっ
たのか。法務大臣の見解を問う。

（同旨一官房長官）

て に結論〕

国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の－

環として，検察官についても検討を進める過程で，

国家公務員法と検察庁法との関係を検討し，検察庁

法を所管する法務省として，

○検察庁法が定める検察官の定年による退職の特

例は，定年年齢と退職時期の2点であり

○特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当

させることが公務遂行上必要な場合に，定年制度

の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延

長を認めるとの勤務延長制度の趣司ま，検察官に

〔

も等しく及ぶというべきであることから

検察官の勤務延長については，一般法である国家公

務員法の規定が適用されると解釈したもの。

このような解釈をとることについては，内閣法制

局や人事院にも協議を行って，異論はない旨の回答

1



を得ているところ。』

種

〔

‐ 、－■】内線■ 携帯大臣官房人事課濱課長

2

【責任者



(対雨｡副大臣｡政務官）
2R1SB月 （火）衆・予算委

人事課作成

山尾志桜里議員（立国社）

簿
翁,

ﾖ1M

〈

に解釈変更に問題はない。

社会経済情勢の多様化。複雑化に伴い，犯罪の性

質も複雑困難化する状況下において，国家公務員一

般の定年の引上げに関する検討の一環として，検察

官についても改めて検討したところ，勤務延長制度

の導入当時の蕊討の過程や理由等については現時点
では必ずしも詳らかではなく， また，

○検察庁法上，検察官について勤務延長を認めな

く

い旨の特例は定められていないこと

○検察庁法で定められる検察官の定年による退職

の特例は，定年年歯令と退職時期の2点であり，国

家公務員が定年により退職するという規範その垂

のは，検察官であっても一般法たる国家公務員法

'且



に拠っているというべきであること

勤務延長制度の趣旨は，検○ （先ほども述べた）

察官にも等しく及ぶというべきであること

などからすれば，栓察官の勤務延長については,一三

般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈

でき，問題はない。

〔黒川検事長に関する御指摘は当たらない。

また，黒川検事長については，検察庁の業務遂行

上の必要性に基づき，法務大臣から閣議請議を行っ

て

て閣議決定され引き続き勤務させることとしたも

Qであり，御指摘は当たらない』

（参考）平成27年10月27日小西洋之議員からの質問
主意書に対する答弁書

【質問】
憲法解釈の変更とは何か。一般に法令解釈の変更とは何
かも含めて、具体的に示されたい。
【答弁】
憲法を始めとする法令の解釈とは､法令の適用の前提と
して法令の意味内容を明らかにすることであり、法令解班
の変更とは、従前の法令解釈を変更することをい量が、憲

〈

法解釈の変更に当たっては、衆議院議員島聡君提出政府の
憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書（平成十六年六
月十八日内閣衆質一五九第一一四号）についてで述べたと
おり、 「憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の

図や立案の背景とな立案者の意

2

文言、趣旨等に即しつつ、



る社会情勢等を考慮し､また、議論の積み重ねのあるもの
については全体の整合性を保つことにも留意して論理的に
確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、

声
」

のような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果と
して示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから
生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、
なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解
釈を変更することができるという性質のものではない」 と
考えており、この考え方は、憲法の下位規範である法令の

解釈についても当てはまるものである。
て

〔

「

■ 携帯■■■■】濱課長

3

大臣官房人事課 内線【責任者 、



(対区画･副大臣･政務官）
2月19日（水）衆・予算委

人事課作成

山尾志桜里議員（立国社）

想定T問東京高検の黒川検事長の勤務延長に関連
して，政府が検察官に対する国家公務員法の適
用の解釈を変更したが， どのような手続を経て
解釈変更を行ったのか◎その手続は適正であっ
たのか。法務大臣の見解を問う。

（同旨官房長官）

く
に結論。

国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一

環として，検察官についても検討を進める過程で，

国家公務員法と検察庁法との関係を検討し，検察庁

法を所管する法務省として，

○検察庁法が定める検察官の定年による退職の特

例は，定年年齢と退職時期の2点であり

○特定の職員に定年後も弓|き続きその職務を担当

させることが公務遂行上必要な場合に，定年制度

の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延

長を認めるとの勤務延長制度の趣旨は』検察官に

く

も等しく及ぶというべきであることから

一般法である国家公検察官の勤務延長について住

務員法の規定が適用されると解釈したもの。

このような解釈をとることについては， 内閣法制

局や人事院にも協議を行って，異論はない旨の回答



を得ているところ・』
、

て

〔

■■■■■】■ 携帯内線濱課長

2

大臣官房人事課【責任者



(対区画･副大臣･政務官） 人事課作成
2月19B(水）衆。予算委山尾志桜里議員（立国社）

蕊
実事長の呈
苛する国三

東京高検の察
改府が検察官
關左亦南I 、歩

ﾖ1M

::＝ ・・

(＝

に解釈変更に問題はない。

社会経済情勢の多様化・複雑化に伴い，犯罪の性

質も複雑困難化する状況下において，国家公務員一

般の定年の引上げに関する検討の一環として，検察
官についても改めて検討したところ，勤務延長制度

の導入当時の塗臺寸の過程や理由等については現時点
では必ずしも詳らかではなく， また，

○検察庁法上，検察官について勤務延長を認めな

く‐

い旨の特例は定められていないこと

○検察庁法で定められる検察官の定年による退職

の特例は，定年年歯令と退職時期の2点であり，国

家公務員が定年により退職するという規範そのも

のは，検察官であっても一般法たる国家公務員法

'旦



に拠っているというべきであること
○ （先ほども述べた）勤務延長制度の趣旨は,_検

察官にも等しく及墨というべきであること
検察官の勤務延長についてはなどからすれば，

■■■■■■■■

る国家公務員法の規定が適用されると解釈般法であ

でき，問題はない。

に黒川検事長に閏する御指摘は当たらない。
また，黒川検事長については，検察庁の業務遂行
上の必要性に基づき，法務大臣から閣議請議を行っ

ぐ

て閣議決定され， 引き続き勤務させることとしたも

のであり，御指摘は当たらない三」一

（参考）平成27年10月27日小西洋之議員からの質問
主意書に対する答弁書

【質問】
憲法解釈の変更とは何か。一般に法令解釈の変更とは何
かも含めて、具体的に示されたい。

く

【答弁】
憲法を始めとする法令の解釈とは、法令の適用の前提と
して法令の意味内容を明らかにすることであり、迭金麓鎚
の変更とは、従前の法令解釈を変更することを堂型_が､憲
法解釈の変更に当たっては、衆議院議員島聡君提出政府の
憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書（平成十六年六
月十八日内閣衆質一五九第一一四号）についてで述べたと
為ら、 「憲法を始めとする法令の解釈蛙､当該迭金Q湿璽
文言趣諏即Eうろ､立案者の意図やｴ案Q萱量と_な

2



る社会情勢等を考慮L、また、議論の積み重ねのあるもの
については全体の整合性を保つことにも留意して 1三
確定されるべきもQであり、政府による憲法の解釈は、こ
のような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果と
して示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから
生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然で迩至としても、
なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解
釈を変更することができるという性質のものではない」 と
考えており、この考え方は、憲法の下位規範である法令の
解釈についても当てはまるもQである。

て

煙

〔

■■■■■】■内線■■携帯濱課長

3

大臣官房人事課【責任者



(対医ヨ｡副大臣｡政務官） 人事課作成
2月Z~OB(木）衆・予算委後藤祐一議員（立国社）

想定可問黒川検事長の勤務延長について，政府内
においてどのような手続を経て，解釈変更を行
ったのか，法務大臣に問う。

に法務省内の検討〕

国家公務員一般の定年の引上げに閨する検討の一

環として，検察官についても検討を進める過程で，て

国家公務員法と検察庁法との関係を検討し，検察庁

法を所管する法務省として，

○検察庁法が定める検察官の定年による退職の特

例は，定年年歯令と退職時期の2点であり

○特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当

させることが公務遂行上必要な場合に，定年制度

の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延

長を認めるとの勤務延長制度の趣旨は？検察官に《

も等しく及ぶというべきであることから

一般法である国家公検察官の勤務延長については，

務員法の規定が適用されると解釈したもの。

に関係機関との協議。

その上で，法務省から，勤務延長制度の検察官へ

の適用についての考え方を示し，

且1



○内閣法制局との間では，本年1月でフ曰から同

月21日にかけて

○人事院との間では，本年可月22日から同月2

4日にかけて

異論はない旨の回答を得た。ゴ協議を行い，

〔

〔

■I■■■】内線■ 携帯濱課長

2

大臣官房人事課【責任者



(対医ヨ｡副大臣｡政務官） 人事課作成
2月20B(木）衆。予算委後藤祐一議員（立国社）

に結論。

（先ほども述べたとおり,）法務省内において，

国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環
〔 として，検察官についても検討を進める過程室，検

察官の勤務延長については，一般法である国家公務

員法の規定が適用されると解釈したもの◎
その上で,検察庁の業務遂行上の必要性に基づき，

勤務延長させることとしたものであり，御指摘は当

たらない｡」

く

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■】
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(対医ﾖ｡副大臣｡政務官） 人事課作成
2月20日（木）衆。予算委後藤祐一議員（立国社) ｡

想定1S間法務大臣は，国家公務員一般の定年の
引上げに関する検討の過程で今回の解釈変更に
至った旨答弁しているが，解釈変更の時期や，
関係機関との協議状況に照らせば，まさに，黒
川検事長の勤務延長のための検討であり， これ
までの答弁は虚偽ではない趣法務大臣に問う。

〔 に結論．

法務省内において， 国家公務員一般の定年の引上

検察官についても検げに閏する検討の一環として，

討を進める過程で，検察官の勤務延長については，
一般法である国家公務員法の規定が適用されると解
釈したもの。

（その上で，個別の人事のプロセスI潤すること
については， （事柄の性質上)，お答えは差し控え

豆｡)」〔

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■】

1



(対区画･副大臣･政務官）
2月20日（木）衆。予算委後藤

人事課作成

祐一議員（立国社）

に結論。

お尋ねについては， 検察庁の業務遂行上の必要性

に基づき,引き続き勤務させることを決定したもの。

具体的には，東京高等検察庁管内において遂行し

ている重大かつ複雑困難事件の捜査公判に対座する

ぐ

ためには，黒川検事長の検察官としての豊富な経験

・知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が

必臺杢亙墾であり， 当分の間， 引き続き東京高等検
察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため， 弓｜

き続き勤務させることとしたもの。

（これ以上の詳細については，個別の人事に関す
〔 ることである上，捜査機関の活動内容やその体制に

関わる事柄でもあることから， お答えを差し控え

る｡u

（参考）令和2年2月3日衆・予算委員会
○森法務大臣
お答え申し上げます。黒川検事長については』検察庁
の業務遂行上の必要性に基づき，法務大臣である私から

閣議決定され, 引き続き勤務させる閣議請議を行って，

1

想定で4問黒〕
いて 9 法務フ

11
＝

且

実事長を勤務延長させる理由につ
三に問う。



こととしたものでございます。
○渡辺議員
いいですか，いいですね，法務大臣。今ね検察庁の業
務遂行上の必要性で延長したと言ってますけれども， じ
ゃあ，あの東京高検の検事長としてですね，誕生日の1
週間前に馬区け込みで定年延長しなければならないほどの
緊急性や必要性って一体なんですかその業務は。
森法務大臣
東京高検検察庁の管内において遂行している重大かつ

○

複雑困難事件の捜査公判に対応するため1黒川検事長の
騒菅~室てこであ豊富な経験知識等に基づく管内部下職員〈

辰野手弓手言潭藍霄が不可欠であるというふうに判断した
ため， 当分の間， 引き続き東京高等検察庁検事長の職務
を遂行させる必要があるため，引き続き勤務させること
としたことでございます。これ以上の詳細については個
別の人事に関することである上，捜査機関の活動内容釜
毛Fお砺而言藺弄ﾗ万事雨であることから,お答えを差し控
えさせていただきます。
－

〔

2



(対医国｡副大臣･政務官） 人事課作成
2月20日（木）衆・予算委後藤祐一議員（立国社）

P

I

ﾄ

に結論〕

検察庁の業務遂行上の必要性に基づき，検察庁を
所管する法務大臣から；内閣総理大臣宛てに閨謹壼

で 議を行って，令和2年1月ST日に，閣議決定され
たもの。

それ以上の詳細については， 個別の人事に関す

ることで あり， （事柄の性質上, ） お答えを差し控

Z且｡」

〔

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■■】
1
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(対園･副大臣"政務官） 人事課作成
2月20日（木）衆。予算委今井雅人議員（立国社）

に法務省内の検討。

国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一

環として,検察官についても検討を進める過程で，＜‐

国家公務員法と検察庁法との関係を検討し，検察庁

法を所管する法務省として，

○検察庁法が定める検察官の定年による退職の特

例は，定年年齢と退職時期の2点であり

○特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当

させることが公務遂行上必要な場合に，定年制度

の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延

長を認めるとの勤務延長制度の趣旨は，検察官にに

も等しく及ぶというべきであることから

検察官の勤務延長については，一般法である国家公

務員法の規定が適用されると解釈したもの。

に関係機関との協議。

その上で，法務省から,勤務延長制度の検察官へ

の適用についての考え方を示し，

且

想定可問黒川検事長の勤務延長について，政府内
においてどのような手続を経て，解釈変更を行
ったのか。法務大臣に問う。



○内閣法制局との間では，本年利月17日から同

月21日にかけて

○人事院との間では，本年1月22日から同月2

4日にかけて

異論はない旨の回答を得た‘
』協議を行い，

恒

〔

■■■■■■】内線■ 携帯濱課長

2

大臣官房人事課【責任者



(交咽ﾖ｡副大臣｡政務官） 人事課作成
2月20日（木）衆｡予算委今井雅人議員（立国社）

に結論。

（先ほども述べたとおり, ）法務省内において，
国家公務員一般の定年の引上げに閏する検討の一環

で として，検察官についても検討を進める過程で，検
察官の勤務延長については，一般法である国家公務
員法の規定が適用されると解釈したもの◎
その上で,検察庁の業務遂行上の必要性Iこ基づき，

勤務延長させることとしたものであり，御指摘は当

たらない｡」

〔

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯一
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(対園｡副大臣｡政務官） 人事課作成
2月20日（木）衆。予算委今井雅人議員（立国社）

想定1S問法務大臣は，国家公務員一般の定年の
引上げに閨する検討の過程で今回の解釈変更に
至った旨答弁しているが，解釈変更の時期や，
関係機関との協議状況に照らせば， まさに，黒
川検事長の勤務延長のための検討であり， これ
までの答弁は虚偽ではないか,法務大臣に問う。

く
に結論〕

法務省内において， 国家公務員一般の定年の引上

げに閏する検討の一環として，検察官についても検
討を進める過程で,検察官の勤務延長については，
一般法である国家公務員法の規定が適用されると解
釈したもの。

(その上で，個別の人事のプロセスに関すること
お答えは差し控えについては， （事柄の性質上)，

豆｡)」に

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯

1



(対区画･副大臣"政務官）
2月20日（木）衆・予算委

人事課作成

井雅人議員（立国社）ム
ヲ

に結論。

お尋ねについては，検察庁の業務遂行上の必要性

に基づき,引き続き勤務させることを決定したもの。

具体的には，東京高等検察庁管内において遂行し

ている重大かつ複雑困難事件の捜査公判に蝿する

（

黒川検事長の検察官としての豊富な経験

基づく管内部下職員'二対する指揮監督が

ためには，

知識等に■

必要不可欠であり， 当分の間， 引き続き東京高等検

察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため， 引

き続き勤務させることとしたもの。

（これ以上の詳細については，個別の人事に関す
〔 ることである上捜査機関の活動内容やその体制に

関わる事柄でもあ塾ことから， お答えを差し控え

る｡u

（参考）令和2年2月3日衆・予算委員会
○森法務大臣
お答え申し上げます。黒川検事長については，検察庁
の業務遂行上の必要性に基づき,法務大臣である私から

を行って，閣議決定され，引き続き勤務させる閣議請議

1

想定14問黒〕
いて 9 法務二

II
ー

匙

実事長を勤務延長させる理由につ
竜I二間う。



こととしたものでございます。

○渡辺議員
いいですか，いいですね，法務大臣。今ね検察庁の業
務遂行上の必要性で延長したと言ってますけれども， じ
ゃあ，あの東京高検の検事長としてですね，誕生日の1
週間前に駆け込みで定年延長しなければならないほどの
緊急性や必要性って一体なんですかその業務は。
○森法務大臣
東京高検検察庁の管内において遂行している重大かつ
複雑困難事件の捜査公判に対応するためL黒｣検事長の

○

く 王Eての豊富な経験知識等に基づく管内部下職員検察官
辰秀三;ころ指揮監督が不可欠であるというふうに判断した
ため，当分の間引き続き東京高等検察庁検事長の職務
を遂行させる必要があるため，引き続き勤務させること
としたことでございます。これ以上の詳細については個
別の人事に関することである上，捜査機関の活動内容や
宅而啄帝雨三関わる事柄であることから,お答えを差し控
えさせていただきます。
－

〔

2



(対区画･副大臣･政務官）
2月20日（木）衆。予算委

人事課作成

弁雅人議員（立国社）
Ａ
ヲ

’

に結論。

検察庁の業務遂行上の必要性に基づき，検察庁を

所管する法務大臣から，内閣総理大臣宛てに閣謹竈
〔‐ 議を行って，令和2年可月3丁日に，閣議決定され
弁 もの。

それ以卜の詳細についてIま， 個別の人事に関す

ることであり， （事柄の性質上,）お答えを差し控

重昌乙｡」

＜

【責任者;大臣官房人事課濱課長内線■■携帯■■■■■】
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(対函｡副大臣･政務官） 人事課作成
2月20日（木）衆。予算委藤野保史議員（共産）

6問今回の黒川検事長の勤務延長ほ人事院規貝ll
のどの要件に該当するのか，黒川検事長につい
ては要件を満たさないのではないか，法務大臣
こ問う。I

に結論。

黒川検事長については，人事院規貝111 T-s第7
条3号のr業務の性質上,その職員の退職による担
当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を

ぐ

生ずると割に該当するものとして，勤務延長させ
ることとしたところ。

具体的には，東京高等検察庁管内において遂行し
ている重大かつ複雑困難事件の捜査公判に並壷する
ためには，黒川検事長の検察官としての豊富な経験
“知識等に基づく管内部下職員醐二皇遁運室萱重重

必臺王亘墾であり，当分の間引き続き東京高等検
察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため，引
き続き勤務させることとしたもの。

（これ以上の詳細については，個別の人事に関す
ることである上1捜査機関の活動内容やその体制に

《

関わる事柄でもあることから， お答えを差し控え

る｡)」
【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■】

1



匡堂」
対法務当局 ､ 人事課作成
2月25日㈹衆･予躍第一分乗陰柚木道義議員位醗b

想定2問東京高検の黒川検事長の勤務延長につい

て，違法な勤務延長でないことを説明するに

は，閣議決定前に法解釈を変更したことを裏付

ける日付入りの決裁文書を提出するべきではな

いか，法務当局に問う。

（同旨官房長官）

く
【追加資料を提出していない場合】

〔結論〕

既に提出済みの文書以外に，法務省から説明して

いる内容を裏付ける文書等を提出できないかについ

ては，現在，臺務方において，確認を行っていると

三一皇』

【追加資料を提出している場合】

〔結論〕

本日，法務省から, 2020年1月16日の日付

く

入りの文書を新たに提出したところ』

1



L菱劃
対法務当局 人事課作成
2月25日㈹衆･予鐵第~分科会才鉢道義議員(立国壷、

連呼 堯検察庁の管P

夏雑困難事件の捜

室事長の検察官聖Ej, ~'O/こ硯

室経験知課 ヨレ訓豈

叉〕名

て

〔お答え差し控え〕

お尋ねについては，個別の人事に関することであ

る上，捜査機関の活動内容やその体制に関わる事柄

でもあることから，お答えを差し控える?’

延

1



L垂劃
対法務当局 人事課作成
2月25日㈹衆･予鍵第一分奉陰才躰道義議員位国を、

一

想定ら間東京高検の黒川検事長の勤務延長につい

て，閣議決定は取り消すべきではないか，法務

当局に問う。

（同旨官房長官）

検察庁法を所管する法務省として 必要な検討を

行った上，関係省庁からも異論はないとの回答を得

て，露釈を改めたも＠であり，適正なプロセスを経
く

ているところ。

また，法令の解釈は， 当該法令の規定の文言，趣

旨等に即しつつ，立案者の意図や立案の背景となる

社会情勢等を考慮するなどして，論理的に確定され

るべきものであり，検討を行った結果，従前の解釈

を変更することが至当であるとの結論が得られた場

食には， これを変更することがおよそ許されないと

処 いうものではない。

この点，社会経済情勢の多様化・複雑化に伴い，

犯罪の性質も複雑困難化する状況下：において，国家

公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環とし

て，検察官についても改めて検討したところ，検察

官の勤務延長については，一般法である国家公務員

法の規定が適用されると解釈でき，問濁まない。

その上で，黒川検事長の勤務延長については，検

察庁の業務遂行上の必要性に基づき，法務大臣から

且工



閣議請議を行って閣議決定され， 引き続き勤務させ

ることとしたものであり， 閣議決定を取り消す必要

はない a_l

で

I

のP

〔

2



陸劃
対法務当局 人事課作成
2月25日㈹衆･予算識一分奉桧不跡進義毒誤位国社う

想定6問東京高検の黒川検事長の勤務延長につい

て，閣議決定前に法解釈を変更したことを裏付

けることができないまま予算案が採決されれ

ば，適法性に疑念のある予算執行となるのでは

ないか，法務当局に問う。

（同旨官房長官）

ぐ
〔結論〕

国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一

環として，検察官についても検討を進める過程で ，

検察庁法を所管する法務省として，栓察官の勤務延

長については，一般法である国家公務員法の規定が

適用されると解釈した。

その上で，本年工月工7日から同月24日にかけ

工，内閣法制局等の関係省庁と協議を行い，異論は

ない旨の回答を得て，最終的な結論を得たもの。く
このように，閣議決定前に，関係省庁とも協議を行

って量織勺な結論を得てい迄ことについては， これ

までの法務大臣や,人事院，内閣法制局の答弁内容
等から明らかであると考えており (注)，御指摘は当

たらないゴ

(注）令和2年玉月16日付け文書を提出していた場合には，
同文書の存在も裏付けとなる。

1



陸賛」
対法務当局 人事課作成
2月25日㈹衆･予溌第~分科会柚木進議議潰団玉拙

想定7問検察官の定年年齢を2024年度までに

65歳へ段階的に引き上げる法案を，本年s月

にも閣議決定する予定との報道がある。そのよ

うな法改正を行うのであれば，東京高検の黒川

検事長の勤務延長についても，今回のような違

法な閣議決定を強行するのではなく，法改正に

より行うべきだったのではないか，法務当局に

問う。

（同旨官房長官）

〈

〔結論〕

法令の解釈あるいはその変更というものについて ，

決まった手続や方式があるわけではない ものと承知

している。

その上で，法令の解釈は，当該法令の規定の文言，

趣旨等に即しつつ，立案者の意図や立案の背景となく

る社会情勢等を考慮するなどして，論理的に確定さ

れるべきものであり，検討を行った結果，莚直立Q鯉
釈を変更することが至当であるとの結論が得られた

湯宣には， 』これを変更することがおよそ許されない

というものではない｡

（なお，お尋ねの法案については，現在，甦歴部内
において検討中であるものと承知しており，その内

I容等こつ する＝お答え － 困難でいて あるとは 。』

1



（参考）平成16年6月18日島聡衆議院議員からの質問主
意書に対する答弁書

【答弁】
一について

憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、
趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景と涯乙荘套稽
勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものにっVてて~ほ
全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべ
きものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方
に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきた
ものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を
考慮すべきことは当然である_としても、なお、前記の王弓万

〔 考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することがで
きるという性質のものではないと考えている。仮に、政府に
おいて、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことを
するとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに
対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。
このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈を
変更することが至当であるとの結論が得られた場合には 窪

」

れを変更することがおよそ許されないというものではナ
考えられる（以下略）

駅

〔

2



筐劃
対法務当局 人事課作成
2月25日㈹衆･予 1分奉陰才跡道義毒潰位国社）

想定11問東京高検の黒川検事長の勤務延長につ

いて，国民からの理解は得られていると考えて

いるか，法務当局に問う。

（同旨官房長官）

〔結論〕

これまで，黒川検事長を引き続き勤務させることと

した理由やその法的根拠等について，国会審議の場

などで，法務大臣から，丁寧に説明してきたところ。

法務当局としては，今後も，国会審議等を通じて，

〔

国民の更なる理解をいただけるよう， 努めてま彫 り、

たい』

に

1



(交極ﾖ．副大臣･政務官） 人事課作成
2月25日（火）衆”予算委第三分科会

４
二
里
自

ヲ旬ノご似

に結論。
く

〈

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■■■】
1

ロ
』
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(対函"副大臣･政務官） 人事課作成
2月25日 （火）衆・予算委第三分科会

蕊
圭一 旧

クー』Jbp弱

ｮの宙戸E
'

土当然仁

弓果αコィぐ

に結論。

黒川検事長については，検察庁の業務遂行上の必
要性に基づき，迭務大臣から閣議請議を行って閣議
垂産室垂L一旦喧鍾豈勤遥室堂量_星ととしたものであ

り，御指摘は当たらないゴ
に

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■■】

1



(交極ﾖ･副大臣｡政務官） 人事課作成
2月25日（火）衆・予算委第三分科会

凝議
堂伴

1Rf

(一

に結論。

検察庁法を所管する法務省として，必要な検討を
行った上，関係省庁からも異論はないとの回答を得
て，鯉班査改幽二迄Qであり, i重エ盆ユ旦立丞窒遥
工_Lﾕ量ところ。

その上で，黒川検事長の勤務延長については，検
一

察庁の業務遂行上の必要性に基づき，法務大臣から
閣議請議を行って閣議決定され， 引き続き勤務させ

ることとしたものであり，御指摘は当たらないJ●

く

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■■■】
1



(交極ﾖ･副大臣･政務官） 人事課作成
2月25日（火）衆・予算委第三分科会

－

|当｢『、、

垣結論。

（先ほどもお答えしたとおり, ）撞室丘迭童亘丘萱
立量塗壷省とL工，必要な検討を行った上，関係省
庁からも異論

宣遜響迄迄Qであり，

また，法令の解釈は，当該送金Q湿室QXgL_"
宣隻'三且mLaa,立案者の意図や立皇Q童量と進量

ぐ‐

く

臺塑旦と必圭…
この点，

姜 簔圭碆 竺旨蒙犯罪の性質

公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環とし
て’検察官についても改めて検討したところ，娃窒

11

再
■
画
一

》
で
二

因

QI口」 瓜綱人t工LId､，広旨界と収界に身を置くものと

して,潔く身を処すべく，官邸に逆らってでも，
この勤務延長を取り消すべきであり，それが通
らなければ，辞表を書くのが筋ではないか，法
務大臣に闇弓



宣の勤務延長に－ｺいては， 三三般法である国家公務員
法の規定が適用されると解釈でき 問題はない，

0

（その上で，黒jil検事長の勤務延長については，
検察庁の業務遂行上の必要性に基づき法務大臣か
ら閣議請議を行って閣議決定され， 引き続き勤務さ
せることとしたものであり，御指摘I士当ﾅ?-尾ない1．御指摘は当たらないワ 。

劃
ぐ

く

【責任者 ■:大臣官房人事課 ■■■■■■■】濱課長

2

内線■■携帯



(交極ﾖ･副大臣｡政務官）
2月25日（火）衆。予算委

｛

人事課作成

議員(立国社）

第三分科会

後藤祐一

－

に法務省内の検討。

国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一て

環として？検察官についても検討を進める過程で ?

国家公務員法と検察庁法との関係を検討し，検察庁
法を所管する法務省として，

○検察庁法が定める検察官の定年による退職の特
例は，定年年齢と退職時期の2点であり

○特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当

させることが公務遂行上必要な場合に，定年制度
の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延

長を認めるとの勤務延長制度の趣旨は，検察官に
（↑

も等しく及ぶというべきであることから

検察官の勤務延長については
一 ， =一般法である国家公

務員法の規定が適用されると解釈したもの。

に関係機関との協議。

その上で，法務省において，勤務延長制度の検察

且

想定6問黒川検事長の勤
においてどのような手
ったのか，法務大臣に

政府内ツいて

解釈変更を行
長につ

経て，
。

諾延

売を
罰う



官への適用についての考え方をまとめた文書を作成

して関係省庁に示し，具体的には，

○内閣法制局との間では，本年利月ボア曰から同

月21日にかけて

○内閣人事局との間では，本年で月23日に

○人事院との間では，本年T月22日から同月2

4日にかけて

協議を行い，異論はない旨の回答を得て，最終的に
垣 結論を得たもの。ゴ

く‐

■■■■■】内線■【責任者 大臣官房人事課 濱課長

2

携帯
■｡ マー



(対匪j｡副大臣･政務官）
2月25日（火）衆。予算委

人事課作成
第三分科会

後藤祐一議員(立国社）

に結論〕

(先ほども述べたとおり, ）法務省内において，

国家公務員-一般の定年の引上げに関する検討の一環
〔

として検察官についても検討を進める過程で ，ョ

察官の勤務延長については，一般法である国家公務

員法の規定が適用されると解釈したものであり，御

指摘は当たらない｡」

く

内線■携帯■■■■【責任者：大臣官房人事課 濱課長

1
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壽長を勤務延長させるた
ﾌか，法務大臣に問う ◎



(交極ﾖ･副大臣･政務官）
2月25日（火）衆・予算委

人事課作成
第三分科会

後藤祐一議員(立国社）

想定Tg問 ，去務大臣は国家公務員一般の定年の
引上けに関する検計の過程て今回の解釈変更に
至った旨答弁しているか解釈変更の時期や
関係機関との協議状況に昭らせはまさに里
川検事長の勤務延長のための検討てあり これ
まての答弁は虎為てはないか，去務大臣に問う。

＜‐

正結論〕

法務省内において，国家公務員一般の定年の引上

げに閏する検討の一環として，検察官についても検
討を進める過程で， 検察官の勤務延長については，

一般法である国家公務員法の規定が適用されると解
釈したもの。

（その上で，個別の人事のプロセスに閏すること

については， （事柄の性質上)， お答えは差し控え
<、

皇｡)」

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■－

1



(対園｡副大臣"政務官）
2月25日 （火）衆・予算委

人事課作成
第三分科会

後藤祐一議員(立国社）

に結論。

お尋ねについては，検察庁の業務遂行上の必要性
苞 に基づき,引き続き勤務させることを決定したもの。

具体的には，東京高等検察庁管内において遂行し

ている重大かつ複雑困難事件の捜査公判に対応する

ためには，黒川検事長の検察官としての豊富な経験

・知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が

必要不可欠であり， 当分の間引き続き東京高等検

察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため， 引

き続き勤務させることとしたもの。

（これ以上の詳細については，個別の人事に関すく

ることである上，捜査機関の活動内容やその体制に

関わる事柄でもあることから， お答えを差し控え

る｡l」

（参考）令和2年2月s日衆・予算委員会
○森法務大臣
お答え申し上げます。黒川検事長については,検察庁
の業務遂行上の必要性に基づき，法務大臣である私から

1

想定20問黒』
いて ワ 法務フ

|II
こ

食事長を勤務延長させる理由につ
豆に問う。



閣議請議を行って，閣議決定され， 弓|き続き勤務させる
こととしたものでございます。

○渡辺議員
いいですか，いいですね，法務大臣。今ね検察庁の業
務遂行上の必要性で延長したと言ってますけれども， じ
ゃあ， あの東京高検の検事長としてですね，誕生日の1
週間前に駆け込みで定年延長しなければならないほどの
緊急性や必要性って一体なんですかその業務は。
○森法務大臣
東京高検検察庁の管内において遂行している重大かつ

○

複雑困難事件の捜査公判に対応するため，黒川検事長のて．
検察官と 彗二＝よ経験矢ﾛ識等に基づく管内部下職員
に対する指揮監督が不可欠であるというふうに判断した
ため， 当分の間， 引き続き東京高等検察庁検事長の職務
を遂行させる必要があるため， 弓|き続き勤務させること
としたことでございます。これ以上の詳細については個
別の人事に関することである上，捜査機関の活動内容や
その体制に関わる事柄であることから，お答えを差し控

えさせていただきます。
一

〈

2



(交掴ﾖ｡副大臣･政務宮）
2月25日（火）衆・予算委

人事課作成
第三分科会
後藤祐一議員（立国社）

槌定21問国家公務員法上定年延長は1年を超え
ない範囲内ててきるのに星川検事長の延長期
間はeか月のみてあるのはなせかカルロス
コーノ被告人の事件か牛年て片かつくとは眉え
す結局里川検事長を検事総長にするために
稲田検事衿長の退任時期を見越してeか月のみ
の延長をしたのてはないか ，去務大臣に問う。

で．

区結論。

お尋ねについては，東京高等検察庁管内において

遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査公判に対

応するためには，黒川検事長の検察官としての豊富
一

な経験。知識等に基づく管内部下職員に対する指揮

監督が必要不可欠であり，当分の間，引き続き東京

高等検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるた

め， 引き続き勤務させることとしたもの。

このように，黒川検事長については，検察庁の業

務遂行上の必要性に基づき，当分の間引き続き勤

哩

務させることとしたものであり｝御指摘は当たらな

い｡」

(参考）稲田現検事総長は，平成SO年7月25日付けで
現職発令。令和S年8月13日限りで定年に達する。

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■■■】
1

九



(対圧ヨ･副大臣･政務官）
2月25日（火）衆。予算委

人事課作成

議員(立国社）

第三分科会

後藤祐一

に結論〕

検察庁の業務遂行上の必要性に基づき，検察庁を

所管する法務大臣から，内閣総理大臣宛てに圏壷鐙
百

議を行っ-豆，令和2年1月31日に，閣議決定され

たものご

それ以上の詳細については，個別の人事に関す

ることであり， （事柄の性質上, ）お答えを差し控

Z量｡」

延

【責任者;大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■】
1

想定22問黒川検長の事 勤務延長
どのように決めたのか，法務大
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蝿害白司鯛 第六分科会
人事課作成

倣二貢眸

⑩1－， WE

月のみの
闇誇官に ，

ぐ

虹結論。

お尋ねについては，東京高等検察庁管内において

遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査公判に対

黒川検事長の検察官としての豊富

基づく管内部下職員に対する指揮

るため、 'は

応す 三
’一

一

知識等｜な経験。

当分の間引き続き東京監督が必要不可欠であり，

高等検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるた

め，引き続き勤務させることとしたもの。

このように，黒川検事長については，検察庁の業

務遂行上の必要性に基づき，当分の間引き続き動

く

務させることとしたものであり，御指摘は当たらな

い｡」

(参考）稲田現検事総長は，平成SO年7月25日付けで
現職発令。令和3年8月13日限堕_宝淀年に達する0

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■】
1



(女咽ﾖ｡副大臣｡政務官） 人事課作成
2月26B(水）衆・予算委黒岩宇洋議員（立国社）

想定15問今回の勤務延長は，検察に対する信頼
を揺るがす到底許されないものであると考える
_が,法務大臣の見解を問う。

江結論。

検察庁法を所管する法務省として， 必要な検討を

行った上，関係省庁からも異論はないとの回答を得
て，鯉班査地上圭辺であり，適正なプロセスを経

〈

ているところ。
－

また，法令の解釈は，当該法令の規定の文言，趣
宣隻1三星L二ｺ2，立案者の意図や立案の背景となる
社会情勢等を考慮するなどして，論理的に確定され

るべきものであり，検討を行った結果腫皿鯉迩
を変更することが至当であるとの結論が得られた場
倉には， これを変更することがおよそ許されないと蔓
いうものではない。

この点社会経済情勢の多様化=複雑化に伴し 、 7

犯罪の性質も複雑困難化する状況玉において，国家
公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環とし
て，検察官についても改めて検討したところ，検察
官の勤務延長については-=般法である国家公務員
法の規定が適用されると解釈でき， 問題はない。

' 且



その上で，黒川検事長の勤務延長については，検
察庁の業務遂行上の必要性に基づき，法務大臣から
閣議請議を行って閣議決定され，引き続き勤務させ
ることとしたものであり， 御指摘は当たらない。

。

（

良

■■■■】内線■【責任者 大臣官房人事課 濱課長

2

携帯0



(対医ヨ"副大臣｡政務官） 人事課作成
2月26日（水）衆.予算委枝野幸男議員（立国社）

正結論〕

お尋ねについては，検察庁の業務遂行上の必要性
に基づき,引き続き勤務させることを決定したもの。
具体的にはル東京高等検察庁管内において遂行し

ている重大かつ複雑困難事件の捜査公判に対応する

く

ためには，黒川検事長の検察官としての豊富な経験

･知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が
必要不可欠であり， 当分の間引き続き東京高等検

察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため， 引
き続き勤務させることとしたもの。

（これ以上の詳細については，個別の人事に関す
（
ることである上捜査機関の活動内容やその体制に
関わる事柄でもあることから， お答えを差し控え

る｡u

（参考）令和2年2月s日衆・予算委員会
○森法務大臣

お答え申し上げます。塁Ⅲ検事長については，検察庁
の業務遂行上の必要性に基づきJ涯厭匡二さ湯~宕蒐万三~惠
閣議請議を行って，閣議決定ざ泥 引き続き勤務させる

1

想定7問 里グ88，q
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三_≧－と_Lz迄ものでございます。
○渡辺議員

いいですか，いいですね，法務大臣。今ね検察庁の業
務遂行上の必要性で延長したと言ってますけれども， じ
やあ，あの東京高検の検事長としてですね，誕生日の1
週間前に駆け込みで定年延長しなければならないほどの
緊急性や必要性って一体なんですかその業務は。
○森法務大臣

東京高検検察庁の管内において遂行している重大かつ
複塗困難事性の捜査公判に対応するため,_黒川展事喜お
検察官とl－ての豊富な経験知識等に基言乏~晉雨=両蔑頁
に対する指揮監督が不可欠であるというふうに判断した
ため，当分の間，引き続き東京高等検察庁検事長の職務
を遂行させる必要があるため， 引き続き勤務させること
菫したことでございます｡これ以上の詳細については個
呈皿人事に関することである上;捜査機雷の…亭
堂､体制に関わる事柄であることか眉,~語厩毒蕾乞達
えさせていただきます。

（

逗

内線■携帯一【責任者：大臣官房人事課 濱課長

2



(対医国副大臣｡政務官）
2月2フ曰（木）衆。予算委後藤

人事課作成
祐一議員（立国社）

想定1 司問黒川検事長の勤務延長について，政府
内においてどのような手続を経て，解釈変更を
行ったのか，法務大臣に問う。

〔法務省内の検討〕

（今般の）国家公務員一般の定年の引上げに関す

る検討の－環として，検察官についても検討を進め萱一

る過程で，国家公務員法と検察庁法との関係を検討

し，検察庁法を所管する法務省として，

○検察庁法が定める検察官の定年による退職の特

例は，定年年齢と退職時期の2点であり

○特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当

させることが公務遂行上必要な場合に，定年制度

の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延

長を認めるとの勤務延長制度の趣旨は，検察官に
逼 も等しく及ぶというべきであることから

検察官の勤務延長については，一般法である国家公

務員法の規定が適用されると解釈したもの。

に関係機関との協議。

その上で，法務省において，勤務延長制度の検察

官への適用についての考え方をまとめた文書を作成

して関係省庁に示し， 具体的には，

1



○内閣法制局との間では，本年1月Tフ曰から同

月2で日にかけて

○内閣人事局との間では，本年1月23日に

○人事院との間では，本年訶月22日から同月2

4日にかけて

協議を行い，異論はない旨の回答を得て，最終的に

結論を得たもの．ゴ

〈

く

■■■■】内線■【責任者 大臣官房人事課 濱課長

2

携帯
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(対沃国･副大臣‘政務司 人事課作成
2月2フ曰（木）衆・予算委後藤祐一議員（立国社）

に結論。

お尋ねについては，検察庁の業務遂行上の必要性

に基づき,引き続き勤務させることを決定したもの。

具体的には，東京高等検察庁管内において遂行し

ている重大かつ複雑困難事件の捜査公判に対応する
く

ためには，黒川検事長の検察官としての豊富な経験

・知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が

必要不可欠であり，当分の間引き続き東京高等検

察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため， 弓｜

き続き勤務させることとしたもの。

（これ以上の詳細については，個別の人事に関す

ることである上，捜査機関の活動内容やその体制に
く 関わる事柄でもあることから， お答えを差し控え

る｡l」

（参考）令和2年2月3日衆・予算委員会
○森法務大臣
お答え申し上げます。黒JU喉事長については,■検察庁
の業務遂行上の必要性に基づき,法務大臣である私から
閣議請議を行って閣議決定され引き続き勤務させる
こととしたものでございます。
○渡辺議員

1
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いいですか，いいですね，法務大臣。今ね検察庁の業
務遂行上の必要性で延長したと言ってますけれども， じ
ゃあ，あの東京高検の検事長としてですね，誕生日の1
週間前に駆け込みで定年延長しなければならないほどの
緊急性や必要性って一体なんですかその業務は。
○森法務大臣
東京高検検察庁の管内において遂行している重大かつ
複雑困難事件の捜査公判に対応するため基_黒川検事長の
検察官としての豊富な経験知識等に基づく管内部下職員
に対する指揮監督が不可欠であるというふうに判断した
ため，当分の間， 弓|き続き東京高等検察庁検事長の職務
を遂行させる必要があるため，引き続き勤務させること
としたことでございます。これ以上の詳細については個

く

別の人事に関することである上，捜査機関の活動内容や
その体制に関わる事柄であることから，お答えを差し控
えさせていただきます。
－

く

【責任者:大臣官房人事課漬課長内線■携帯｢ ：
2



(対医国｡副大臣｡政務官） 人事課作成
2月2フ曰（木）衆・予算委後藤祐一議員（立国社）

想定29問法務大臣は国家公務員一般の定年の
引上けに閏する検討の過程て今回の解釈変更に
至った旨答弁しているか解釈変更の時期や
関係機関との協百義状況に昭らせはまさに里
川検事長の勤務延長のための検討てあり これ
まての答弁は虚偽てはないか法務大臣に問う。

正結論〕

法務省内において， （今般の）国家公務員一般の

ご．

定年の引ﾄげに関する検討の一環として，検察官に

ついても検討を進める過程で，検察官の勤務延長に

ついては，一般法である国家公務員法の規定が適用

されると解釈したもの。

（その上で，個別の人事のプロセスに閏すること

については 質 ）， お答えは差し（事柄の性ト ー ｰ控えワ

量｡)」
篭

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携

1



(対沃司･副大臣･政務官）
2月2フ曰（木）衆・予算委後藤

人事課作成
祐一議員（立国社）

に結論。

検察庁の業務遂行上の必要性に基づき，検察庁を

所管する法務大臣から，内閣総理大臣宛てに閣議請

議を行って，令和2年で月Sで日に，閣議決定されぐ

たもの。

それ以上の詳細については，個別の人事に関す一 一一 一一

ることであり， （事柄の性質上, ）お答えを差し控

茎皇亙｡」

く

内線■携帯■■■■■】【責任者：大臣官房人事課 濱課長
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(対沃国｡副大臣。
2月2フ曰（木）衆

政務官） 人事課作成
･予算委後藤祐一議員（立国社）

垣結論。

検察庁法を所管する法務省とし工，必要な検討を

行った上，関係省庁からも異論はないとの回答を得

て，解釈を改めたものであり，適正なプロセスを経
く

ー

ているところ。
－

また，法令の解釈は， 当該法令の規定の文言趣

旨等に即しつつ，立案者の意図や立案の背景となる

社会情勢等を考盧するなどして，論理的に確定され

るべきものであり，検討を行った結果，従前の解釈

を変更することが至当であるとの結論が得られた場

合には， これを変更することがおよそ許されないと
一

く
いうものではない。

この点，社会経済情勢の多様化q複雑化に伴い，

犯罪の性質も複雑困難化する状況下において，国家

公務員一般の定年の弓|上げに関する検討の一環とし

て，検察官についても改めて検討したところ，検察

官の勤務延長については，一般法である国家公務員

法の規定が適用されると解釈でき，問題はない。

黒川検事長の勤務延長については，検

’ 且

その上で，

想定34問今回の勤務延長は，検察に対する信頼
を揺るがす到底許されないものであると考える
が．法務大臣の見解を問う弓 0



察庁の業務遂行上の必要性に基づき，

閣議請議を行って閣議決定され，引

に基づき， 法務大臣から

され， 引き続き勤務させ

御指摘は当たらない。，
。

ることとしたものであり，

〈

く

■■■】■【責任者 大臣官房人事課 濱課長

2

内線■■携帯



斜凰粥雲垂鶏 人事課作成
井雅人議員（立国社）
Ａ
７

に結論。

将来の人事についてお答えすることは困難であ

る。

（いずれにしても，黒川検事長については，検察

庁の業務遂行上の必要性に基づき，引き続き勤務さ

せることとしたもの)二」
（参照条文）
○国家公務員法
（定年による退職の特例）
第八十一条の三任命権者は、定年に達した職員が前条第
一項の規定により退職すべきこととなる場合において、
その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の
特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい
支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同
項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌
日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、そ
の職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させ
ることができる。
2

定牢逼職~百~お翌百から起算して三年を超えることができ
ない。

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■Ⅱ－
1

で

〔

想定g問 ■
４

S月でi

星川束ロ､、

－

泉局
窪わりか， 蕊

マ

ゴ 三長’
こ臣
刀勤
こ盾
瀞延長は，
つ。

本年



(対区画"副大臣･政務官） 人事課作成
2月2SB (金）衆。予算委宮本徹議員（共産）

想定で問東京高検の黒川検事長の勤務延長につい
て，新聞各紙の社説でも厳しく批判されている
が， こうした批判をどう受け止めるか，法務大
臣の見解を問う。

（同旨一総理大臣）

近結論。

検察庁法を所管する法務省として，必要な検討を
で

行った上，関係省庁からも異論はないとの回答を得

て，解釈を改めたものであり，適正なプロセスを経

ているところ。

また，法令の解釈は， 当該法令の規定の文言，趣

旨等に即しつつ，立案者の意図や立案の背景となる

社会情勢等を考盧するなどして，論理的に確定され

るべきものであり，検討を行った結果，従前の解釈
く
を変更することが至当であるとの結論が得られた場

合には， これを変更することがおよそ許されないと
一

いうものではない。

この点社会経済情勢の多様化。複雑化に伴い，

犯罪の性質も複雑困難化する状況下において，国家

公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環とし

て，検察官についても改めて検討したところ，検察

官の勤務延長については，一般法である国家公務員

'旦
ｰ



法の規定が適用されると解釈でき,問題はない。

その上で，黒川検事長の勤務延長については，検

察庁の業務遂行上の必要性に基づき，法務大臣から

引き続き勤務させ閣議請議を行って閣議決定され，

ることとしたもの。 」

〈

く

■大臣官房人事課 濱課長

2

内線■■携帯【責任者：



(対医亘･副大臣･政務官）
2月2SB(金）衆・予算委

人事課作成
宮本徹議員（共産）

想定フ間2月19日に法務省内で開かれた検察長
官会同で，黒川検事長の定年延長を疑問視する
意見が検察内部から出たことについてどう受け
止めているか‘法務大臣に問う。

に結論。

会同における個々の会同員の発言については，部

内の発言であることから，御指摘のような発言の有
く

無害含め， コメントすることは差し控える。
ゴ

く

内線■携帯■■■■■】【責任者：大臣官房人事課 濱課長

1



(女瞳ﾖ･副大臣｡政務官） 人事課作成
2月28日（金）衆。予算委宮本徹議員（共産）

ー

に結論。

お尋ねについては，検察庁の業務遂行上の必要性

に基づき,引き続き勤務させることを決定したもの。

具体的には，東京高等検察庁管内において遂行し

ている重大かつ複雑困難事件の捜査公判に対応する

く

ためには，黒川検事長の検察官としての豊富な経験

・知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が

必要不可欠であり， 当分の間，引き続き東京高等検

察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため， 引

き続き勤務させることとしたもの。

（これ以上の詳細については，個別の人事に関す
く ることである上,捜査機関の活動内容やその体制に
関わる事柄でもあることから， お答えを差し控え

る｡u

(参考）令和2年2月s日衆・予算委員会
）森法務大臣

お答え申し上げます。黒川検事長については，検察庁

○

の業務遂行上の必要性に基づき，法務プ種で湯弓冠万三~三
閣議請議を行って,且閣議決定され， 引き続き菫i霧~き石弓

1

想定B
由
召
、

こつ

ｑ
言
。黒川東京高検
八て．法務大

寅事長を勤務延長させる理
事Iこ閤弓



こととしたものでございます。
○渡辺議員

いいですか，いいですね，法務大臣。今ね検察庁の業
務遂行上の必要性で延長したと言ってますけれども， じ
ゃあ， あの東京高検の検事長としてですね，誕生日の1
週間前に駆け込みで定年延長しなければならないほどの
緊急性や必要性って一体なんですかその業務は。
○森法務大臣

東京高検検察庁の管内において遂行している重大かつ
複雑困難事件の捜査公判に対応するため,黒川覆事長あ

ぐ 検察官としての豊富な経験知識等に基づく管丙蔀下霧頁
に対する指揮監督が不可欠であるというふうに判断~亡売
ため， 当分の間，引き続き東京高等検察庁検事長の職務
を遂行させる必要があるため，引き続き勤務させること
としたことでございます。これ以上の詳細については個
別の人事に関することである上,捜査機関の活動内容や
その体制に関わる事柄であることからお答えを差し控
皇させていただきます。

く
Ｊ
１

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■】
2



／
／

(対区画･副大臣･政務官） 人事課作成
s月2日（月）参・予算委福山哲郎議員（新会派）

s問国会審議を通じて，東京高検の黒川検事長の
勤務延長の問題が明らかとなっており， もはや
総理の決断により勤務延長を撤回するしかない
と考えるが，法務大臣の見解を伺う。 （同旨
総理大園

に結論。
(‐
検察庁法を所管する法務省とし豆,必要な検討を
行った上，関係省庁からも異論はないとの回答を得
て，解釈を改めたものであり，適正盆ﾕ旦二上Z窒避
ているところ。

また，法令の解釈は， 当該法令の規定の文言，趣

や立案の背景となる旨等に即しつつ，立案者の意図

社会情勢等を考盧するなどして，論理的に確定され
るべきものであり，検討を行った結果，従前の解釈

く ことが至当であるとの結論が得られた場を変更する

これを変更することがおよそ許されなし王と合には，
一

)いうものではないQ－

･複雑化に伴い，社会経済情勢の多様化この点，

犯罪の性質も複雑困難化する状況三Eにおいて，国家
公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環とし
て，検察官についても改めて検討したところ，検察
官の勤務延長についてはL弓般法である国家公務員

､且
鳥風?蝿2向々雨=夕 』



が適用されると解釈でき,_問題はない。法の規定

その上で，黒川検事長の勤務延長については，検
察庁の業務遂行上の必要性に基づき，法務大臣から
閣議請議を行って閣議決定され， 引き続き勤務させ
ることとしたものであり，何ら問題はないと認識し
(これを撤回する必要はない)‘:ている _」

＜‐

に

■ ■■■■】内線■■携帯濱課長

2

大臣官房人事課【責任者



(対因ﾖ｡副大臣｡政務官う 人事課作成
3月2日（月）参・予算委斎藤嘉隆議員（新会派）

のコン
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’レローロ

的技肯
署等｛：
ク剛
長の麦
する⑤

剛継宅〃に
鳩ノ畠柑

一凸匡

く

勤務延長の必要性。
黒川検事長については，検察庁の業務遂行上の必
臺進E基亘壹,勤務延長させることとしたもの。
具体的には，東京高等検察庁管内において遂行し
てL､る重大かつ複雑困難事件の捜査公判に遡する
ためには，黒川検事長の検察官としての豊富な経験
三失職等に基づく管内部下職員に対する番誰壷督が
必臺王璽久であり， 当分の間引き続き東京高等検
察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため， 引

〔

き続き勤務させることとしたもの。

て人事院規則。
国家公務員法B1条のsの規定を受けて定められ
た人事院規則T T－sとの関係では,フ条3号の『業
霧の性質Lその職員の退職による担当者①交替重重
雪該 織的遂行に重大な障害を生ずるとき」

に該当するところ』
1



（参照条文）
○国家公務員法
（定年による退職の特例）
第八十一条の三任命権者は、定年に達した職員が前条第
一項の規定により退職すべきこととなる場合において、
その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂往上の
蒋前お調砺でそゐ退卿こより公務の運営に著しい
麦蔭示琵ご李弓~這認あられる十分な理由があると童は、同
項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌
日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、そ
の職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させ

く

ることができる。

2任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長
された期限が到来する場合において、前項の事由が引き
続き存すると認められる十分な理由があるときは、人事
院の承認を得て、一年を超えない範囲内で期限を延長す
ることができる。ただし、その期限は、その職員に係る
定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができ
ない。
○人事院規則11－8
第七条勤務延長は、職員が定年退職をすべきこととなる
場合において、次の各号の－に該当するときに行うこと
ができる。

一職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富な
経験を必要とするものであるため、後任を容易に得るこ
とができないとき。

二勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その
職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することがで
きず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき。
三業務の性質上､その職員の退職による担当者の交替が
一雪燕落あ系匪濡爾蘇含に重大な障害を生ずるとき。

〈

2



(参考）逐条国家公務員法（全訂版) 699頁
人事院規則では， この法律上の勤務延長の要件を次の
三の場合に分けてより詳しく規定している（人規11－
8 7｡）第一は， 「職務が高度の専門的な知識，熟達し
た技能又は豊富な経験を必要とするものであるため，後
任を容易に得ることができないとき」である。これは職
務自体の特殊性によるものであり，例えば,職員示迩

その者が定雲百壱衰罷を要する職務に従事しているため，
軍'三~工~石~彊i詔二言を蓉易に後任者が得られない場合等が
該当する。第二は， 「勤務環境その他の勤務条件に特殊性
があるため，その職員の退職により生ずる欠員を容易に
補充することができず，業務の遂行に重大な障害が生ず
るとき」である。これは職員の勤務環境の特殊性に由来

で

するものであり，例えば，職員が離島の官署に勤務して
いるため，その欠員補充が困難である場合等が該当する。
第三は，僕務の性質上，その職員の退職による担当者の
麦春万雷該葉霧而系匪続的遂行に重大な障害を生ず昼とき」

三万底葉霧而羅続的遂行の必要性に基づくものである。
こき記~巧~ﾃ阿頁厩~蒋定祠f究なりプロジェクトが間もな
ご莞〒=ﾃ惠塲苔Iきて牙元~弓に従事してきた職員をその完了
蒔菫言言動霧莚長こり三ろ塲谷や,切迫まる重要案件を担当す
言天肩著高喜応=定あ区切りがつくまで当該案件を担わく
荘弓蕩吾〒~詞こ麦麦渉辱の業務の継続性を確保するための
特別の必要性がある場合等が該当する。

【責任者‘大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■■】
3


